
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 社 ※対象：茨城県内に拠点を有する食品関係中小企業 

１ 当該展示会に実物展示・商談を行える輸出可能な商品を有していること。 

２ 輸出に対応できる社内体制を有していること。 

３ 会社案内や商品案内などの英文資料を有していること。 

４ 会期中、ブースで商談に対応できるスタッフを２名以上配置できること。 

５ 海外バイヤーとの商談のため、ブースに英語を話せる方を常駐させられること。 

（※自社にいない場合は機構で手配可→要負担金） 

６ アンケート調査及び終了後のフォローアップ調査に協力すること。 

■参加企業負担：①参 加 費 100,000 円  

②通訳配置費 100,000 円（※自社手配の場合は不要） 

            ③その他経費（旅費、サンプル代、輸送費、個別の装飾費用など） 

■機 構 側 負 担：①出展料 ②基本装飾費 ③什器レンタル費（冷蔵庫、ｼﾝｸ等の基本什器） 

▶出展形態について、商談席を共有する出展方法ではなく、各社がそれぞれのブース内で商談

できるよう、単独出展と同様の形態になります。（基本装飾については共通のデザインとなりま

すが、自社ブース内の掲示物等は自由です。） 

▶１企業当たりの占有スペースは、間口 3.0ｍ×奥行 2.7ｍ（8.1 ㎡）を予定しています。

（コンパクトサイズと同等→0.5 小間 ※冷凍冷蔵庫やシンクなど共有設備の面積含む） 

▶応募多数の場合は、上記の募集条件、出展の目的、商品のバランス等を考慮したうえで選

考・決定します。 

 

 

 

 

 

 いばらき中小企業グローバル推進機構では、県内中小企業の海外販路開拓を支援するため、食品の輸出に

特化した大規模展示会『第 8 回“日本の食品”輸出 EXPO』への出展企業を募集します。 

 自社の商品を PR し、海外への新たな販路開拓を目指す企業様のご応募をお待ちしています。 

“日本の食品”輸出 EXPO について 

食品の輸出に特化した大規模展示会です。 

農畜産物・水産物から、飲料・調味料・加工食品まで、世界に

誇る“日本の食品”が一堂に出展します。世界各国から来場する

食品バイヤー・食品輸出商社などと商談を行う展示会です。 

会期 2024.6.19(水)~21(金) 

東京ビッグサイト 会場 展示会ホームページ（外部リンク） 

募集条件 

留意事項 

募集企業 

費用負担 

募集締切：令和６年４月 1２日（金）12 時 

第８回“日本の食品”輸出 EXPO

茨城県ブース出展企業募集 

令和 6 年度茨城県受託事業 

お申込方法 : 『申込フォーム』 又は右記 QR コードからお申込みください 

（
申
込
フ
ォ
ー
ム
） 

※お申込みにあたっては、必ず次ページの確認事項をお読みください。 

（参考）昨年の茨城県ブースの実績 

●出展企業数：11 社 

●商談件数等：2,197 件※名刺交換含む 

https://www.jpfood.jp/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePtmcmOAVBTyunM78XlsHCIanTjlFDDqfu6T2dWfXDucIL9g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePtmcmOAVBTyunM78XlsHCIanTjlFDDqfu6T2dWfXDucIL9g/viewform?usp=sf_link


 

 
 

１ 茨城県ブースの概要 

（１）出展規模：5 小間（16.2 ㎡×5 小間＝81.0 ㎡ @8.1 ㎡/社） 

（２）ブース上部には、茨城県らしさを表現した装飾を施します。 

（３）設備・備品等については、以下のとおり配置します。 

①商談席：１セット（テーブル 1 台、イス 4 脚） 

②展示台：1～2 台（冷蔵ショーケースの選択も可） 

③コンセント：2 口 

④共有設備：シンク、手洗い台、冷凍・冷蔵庫 

※共有設備は全体で各１台用意し、共同での使用となります。 

 

２ 出展者負担金 100,000 円（消費税込み）について 

（１）出展決定通知書兼請求書より、指定する期日までに当機構に支払うものとします。 

（２）出展者負担金の支払い後に、出展を辞退した場合には、出展者負担金は返金しません。 

（３）主催者が展示会の中止を発表した場合、負担金を全額返金します。 

※ブース料金等が値上がりしているため、出展者負担金を 10 万円にさせていただきます。諸事情をご理

解くださいますようお願いいたします。 

 

３ 商談通訳スタッフの設置について 

（１）輸出 EXPO では、出展者に対し英語通訳を常駐させることを強く推奨しています。出展者は会期中、

各ブースにおいて、事前に商談申込みのあった外国人バイヤー等と商談を行うことになるため、ビジネス

交渉が可能なレベルの外国語を話すことができる社員または外部通訳スタッフを常駐させる必要がありま

す。 

（２）当機構では、出展者の希望に応じ、会期中の３日間、専属の外部通訳スタッフを１社につき１名

（有償）手配することが可能です。 

（３）当機構が手配する商談通訳スタッフは、日本語＝英語とします。 

（４）商談通訳スタッフ設置負担金は、3 日間で 100,000 円（消費税込み）とします。 

（５）商談通訳スタッフ設置負担金は、当機構からの請求により指定する期日までに当機構に支払うものとし

ます。 

 

４ 実績調査の実施について 

当機構では、出展者に対して以下（１）～（３）のとおり実績の調査を行います。 

（１）会期中調査：名刺交換件数・商談成立件数及び金額・成立見込み件数 

（２）１ヶ月後調査：商談成立内容（金額及び成約相手先）・商談継続内容（商談内容及び相手先） 

（３）３ヶ月後調査：商談成立内容（金額及び成約相手先）・商談継続内容（商談内容及び相手先） 

お問合せ 

（事務局） 

公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構（海外展開支援課） 
〒310-0802 茨城県水戸市柵町 1-3-1 茨城県水戸合同庁舎 4 階 
TEL：029-224-5412 FAX：029-350-1103 
メール：global@iis-net.or.jp 

茨城県ブース出展申込に係る確認事項 


